
県営住宅不使用手続きの流れ：

県営住宅の不使用届について

県営住宅を20日以上使用しない場合は「県営住宅不使用届[書類２]」を事前に提出してください。
やむを得ず住宅を使用しないことについては届出をすれば認められますが、不使用の期間は一定の期間しか

認められません。

step

① 書類のダウンロード

step

② 各類に記入

step

③ 注意事項

step

④ 住宅供給公社へ送付

★不使用期間中も家賃がかかりますので、家賃の支払い方法を必ずご記入ください。

★留守中に親戚や友人などに住宅を貸すことは禁止されています。第三者に住宅
を貸した場合は、法令違反により住宅を明渡していただきます。

★自治会へ連絡し、自治会費・共益費などの支払いについて調整してください。

☆県営住宅不使用届 [書類２]

申請者の記入欄は提出年月日と各書類の太枠内の欄です。もれなくご記入ください。

宛先は下記のとおりです。

営業時間 ８：３０～１７：１５（土・日曜日・祝日を除く）

東部支所
東部支所富士出張所
住宅サービス課
西部支所

静岡県住宅供給公社
Shizuoka-ken Jutaku Kyokyu Kousha

℡（０５５）９２０－２２７１
℡（０５４５）５５－２８１７
℡（０５４）２５５－４８２４
℡（０５３）４５５－００２５

〒 430 - 0929

浜松市中央区中央１丁
目１２-１

県浜松総合庁舎９階

静岡県住宅供給公社
西部支所 宛

東部支所住宅サービス課（中部）西部支所

〒 410-0055

沼津市高島本町１-３
県東部総合庁舎

本館２階

静岡県住宅供給公社
東部支所 宛

〒 417-8601

富士市永田町１丁目
１００

富士市役所５階南側

静岡県住宅供給公社
富士出張所 宛

〒 420-0853

静岡市葵区追手町
９-１８

静岡中央ビル９階

静岡県住宅供給公社
住宅サービス課 宛

富士出張所(富士・富士宮）

書類の提出先は県営住宅を管轄する住宅供給公社へ送付してください。



様式第13 号（第14 条関係）

      年          月          日

次のとおり県営住宅を使用しないので、届け出ます。

使用しない期間中
の連絡先

所在地（住所）

名称（ 氏名）

電話番号

入居者との関係

静 岡 県 住 宅 供 給 公 社 理 事 長 様

県営住宅 不使用届

使用しない期間

静 岡 県 知 事 様

          年          月          日から              年          月          日までの間

                              団地                 棟              号室

電話番号

住宅名

入居者氏名

１  口座振替

２  一括前納 （納入予定日                                                                            ）

３  毎月納入通知書で納入

４  連帯保証人、親族等による代理納入

５  その他 （                                                                     　                          ）

理由
(該当する番号を○で

囲んでください。)

使用しない期間中
の家賃の支払い

の方法
（該当する番号を○
で囲んでください。）

１   入院

２   施設に入所

３   一時帰国

４   その他

（病院名                                                              ）

（施設名                                                              ）

（理由                                                                 ）

（                                                                       ）

書類２


